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　茨城県では、不育症や不妊治療で悩んでいる方のために、不妊治療専門の医師等が無料で相談を受け
付けています。お気軽にご相談ください。

◆不妊専門相談センターでの相談◆
　不妊治療専門の産婦人科・泌尿器科の医師や、カウンセラー、助産師による相談をお受けしています。
相談は、原則完全個別面談方式です。茨城県産婦人科医会において、電話による予約の受付をしていま
すので、事前に予約をしてください。

【相談予約受付先】
○受　　付　茨城県産婦人科医会
○受付時間　月～金曜日　9：00～15：00（土日祝・年末年始・お盆を除く）
○電話番号　029-241-1130
○相談会場

◆茨城県産婦人科医会においての相談◆
　茨城県産婦人科医会では、不妊治療に関してメールで相談をお受けしています。
　アドレス：http://www.ibaog.jp
　二次元コードはこちらです。

【介護保険負担割合証】　
　「介護保険負担割合証」は令和4年7月31日で有効期限が終了となります。
　令和4年8月1日から使用する新しいものについては、7月下旬に郵送しますので、介護サービスを利
用するときは、必ず介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設にご提示ください。

【介護保険負担限度額認定証の申請】
　施設サービスの食費と部屋代は、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については負担軽減を
行っています。現在お持ちの「負担限度額認定証」の有効期限は令和4年7月31日までとなっておりま
すので、8月1日以降の認定申請がお済みでない方は、8月31日までに手続きをお願いします。（該当し
ている方には6月上旬に通知しております）

　令和4年度常陸大宮市福祉タクシーに登録している「社会福祉法人　清河会（サングリーンピア）」で
は、現在タクシー業務を休止しております。再開が決まりましたら、お知らせいたします。ご不便をお
かけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

不育症・不妊治療相談のご案内

介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証の有効期限が終了します

常陸大宮市福祉タクシー　利用タクシー会社休止のお知らせ

問　 総合保健福祉センター（かがやき）健康推進課母子健康Ｇ　☎54-7121

地区 開設場所 開設曜日 開設時間

県央 水戸市三の丸庁舎1F
水戸市三の丸1-5-38

第1、第4日曜日 14：00～17：00

第2、第3木曜日 17：30～20：30

県南
県南生涯学習センター
土浦市大和町9-1ウララビル5F
＊ウララビルの駐車場は有料です。

第1、第3木曜日 18：00～21：00

第2、第4日曜日 9：00～12：00

　　　   長寿福祉課介護保険G　☎52-1111　内線174問 本庁

　　　   長寿福祉課高齢者支援Ｇ　☎52-1111　内線175問 本庁


